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所得税の確定申告は
自分で書いてお早めに

　

平
成
19
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の

受
付
は
、
平
成
20
年
２
月
18
日
㈪
か
ら
平
成
20
年
３
月
17
日
㈪
ま

で
で
す
。

　

確
定
申
告
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
、
申
告
会
場
は
大
変
混
雑

し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
告
書
は
ご

自
分
で
書
い
て
、
で
き
る
だ
け
お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
や
納
税
が
で
き
る
「
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
」
の
詳
細
に
つ
き
ま

し
て
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http://w
w
w
.e-tax.nta.

go.jp
】
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

佐渡税務署と佐和田支所
の確定申告の相談会場はアミューズメント佐渡の２階です

■開設期間　　　２月 18 日㈪〜３月 17 日㈪ ※土日は開設しません。
■相談受付時間　午前９時〜午後４時
    ※混雑の状況により受付時間内でも受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。

期間・会場・主な業務内容
２月１８日（月）〜３月１７日（月）

申告相談会場 税務署

所得税の申告相談 ●

個人事業者の消費税の申告相談 ●

贈与税の申告相談 ●

申告用紙の配布 ● ●

申告書（作成済）の受付 ● ●

納税と納付の相談 ●

納税証明書の発行 ●

電話による照会と相談 ●

※�佐渡税務署と佐和田支所では申告相談は行いませんのでご注意ください。なお、簡単な内容の所得税の申告相談および住
民税の申告相談は、佐渡市役所本庁および各支所（佐和田支所を除きます）でも行います。
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確
定
申
告
は
正
し
く

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
ら
が
税
法
に
従

い
、
所
得
金
額
と
税
額
を
正
し
く
計
算
し
て

申
告
し
、
納
税
す
る
と
い
う
「
申
告
納
税
制

度
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に

期
限
ま
で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た
り
、
誤
っ

た
申
告
を
し
た
り
す
る
と
、
本
来
納
め
る
べ

き
税
額
の
ほ
か
、
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
納
付
す
べ
き
税
額
の
20
％
、

15
％
ま
た
は
10
％
（
不
正
な
行
為
が
あ
っ
た

よ
う
な
場
合
に
は
40
％
ま
た
は
35
％
）
の
割

合
の
加
算
税
が
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

一
年
間
の
所
得
金
額
と
税
額
を
正
し
く
計

算
し
、
お
早
め
に
申
告
と
納
税
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合

　

次
に
該
当
す
る
人
は
、
確
定
申
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

①�　

事
業
を
し
て
い
る
場
合
、
不
動
産
収
入

の
あ
る
場
合
お
よ
び
土
地
や
建
物
を
売
っ

た
場
合
な
ど
で
、
平
成
19
年
中
の
所
得
金

額
の
合
計
額
か
ら
所
得
控
除
等
の
合
計
額

を
差
し
引
き
、
そ
の
金
額
を
元
に
算
出
し

た
税
額
が
配
当
控
除
額
と
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
額
と
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き

②　

給
与
所
得
者
で
、
給
与
の
収
入
金
額
が

　

�

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
と
き
や
、
給
与

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
と
き　

な
ど

申
告
書
の
記
載
に
あ
た
っ
て

　

申
告
書
を
ご
自
分
で
書
く
と
き
は
、
「
所

得
税
の
確
定
申
告
書
の
手
引
き
」
な
ど
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
「
所
得
税
の
確
定
申

告
書
の
手
引
き
」
に
示
さ
れ
て
い
る
記
載
例

に
基
づ
い
て
記
載
し
て
い
く
と
、
所
得
や
税

額
の
計
算
が
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
自
分
で
記
載
し
て
お
早
め

に
郵
送
な
ど
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
作
成
は
便
利
な

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
パ
ソ
コ
ン

で
所
得
税
や
消
費
税
の
確
定
申
告
書
・
青
色

申
告
決
算
書
・
収
支
内
訳
書
が
作
成
で
き

る
「
所
得
税
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

作
成
し
た
申
告
書
は
添
付
書
類
と
と
も
に

そ
の
ま
ま
郵
送
な
ど
で
税
務
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
同
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
す
る
と
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
申
告
デ
ー
タ
が
作
成
で
き
、
作
成

し
た
デ
ー
タ
を
簡
単
な
操
作
に
よ
り
電
子
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　
　

http://w
w
w
.nta.go.jp

納
税
は
期
限
内
に 

便
利
な
振
替
納
税
の
ご
利
用
を

　

平
成
19
年
分
の
確
定
申
告
に
よ
る
所
得

税
の
納
期
限
は
、
申
告
期
限
と
同
じ
３
月

17
日
㈪
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
納
付
書
が
必
要
な
方
は
、

税
務
署
、
佐
渡
市
役
所
（
本
庁
お
よ
び
各

支
所
）
ま
た
は
金
融
機
関
窓
口
で
お
求
め

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
所
得
税
の
納
税
方
法
と
し
て
金

融
機
関
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
振

替
す
る
「
振
替
納
税
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
振
替
納
税
の
手
続
き
を
希
望
す
る
方

は
、
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
税
務
署
、

佐
渡
市
役
所
（
本
庁
お
よ
び
各
支
所
）
の

住
民
税
担
当
係
、
ま
た
は
金
融
機
関
窓
口

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

平
成
19
年
分
所
得
税
の
口
座
振
替
日
は

４
月
22
日
㈫
で
す
。
振
替
納
税
で
納
付
す

る
方
は
、
事
前
に
指
定
さ
れ
た
預
貯
金
口

座
の
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ

　
　

佐
渡
税
務
署　

☎
74
‐
３
２
７
６

相談受付

2月18日㊊～3月17日㊊




